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介護保険制度改正に伴うこれまでの経過と今後のスケジュール（案）について 

月日（H26） 内 容 

1 月 10 日 

○第 6 期介護保険事業計画研修会 

 ・講演：制度改正における地域支援事業について 

 ・対象：上越市、糸魚川、妙高市及び当市の地域包括支援センターの職員 

2 月 12 日 

○介護保険制度の改正に伴う勉強会 

・テーマ：国の介護保険制度の動向について 

 ・対象：上越市議会厚生常任委員会 

5 月 29 日 

○第 1 回上越市介護保険運営協議会 

・諮問：上越市第 6 期介護保険事業計画・第 7 期高齢者福祉計画 

・協議：上越市第 6 期介護保険事業計画・第 7 期高齢者福祉計画の策 

定スケジュール 

6 月 7 日 

○新地域支援事業の取組・地域支え合いを考えるフォーラム 

 ・主催：公益財団法人さわやか福祉財団（当市は後援） 

 ・フォーラムパネリスト：上越市長ほか 

7 月 

28 日 ○第 6 期介護保険事業計画ガイドラインの公表 

31 日 

○第 2 回上越市介護保険運営協議会 

・協議：①特別養護老人ホームへの申込者に関する調査結果について 

・協議：②施設整備に向けた各調査結果の概要について 

10 月 
14 日 

○第 3 回上越市介護保険運営協議会 

 ・協議：①第 6 期介護保険事業計画・第 7 期高齢者福祉計画（案）の骨子について 

・協議：②第 6 期介護保険事業計画期間内における施設整備（案）について 

 ・協議：③新地域支援事業について 

27 日 ○厚生常任委員会所管事務調査 

11 月 
中旬 ○第 4 回上越市介護保険運営協議会 

中～下旬 ○厚生常任委員会所管事務調査 

12 月 
中旬 ○第 5 回上越市介護保険運営協議会 

中～下旬 ○厚生常任委員会所管事務調査 

H27.1 月 月内 ○パブリックコメント 

2 月 上旬 ○市民説明会 

3 月 上旬 ○平成 27 年市議会 3 月定例会へ介護保険条例の一部改正案を提案 

4 月 1 日 ○改正後の介護保険条例の施行 

 １ 



第６期介護保険事業計画・第７期高齢者福祉計画（案）の骨子について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 ① 地域包括ケアシステムの構築 

   高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、介護、 

医療、生活支援、介護予防を充実 

  サービスの充実 

   ○ 地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実 

    ・ 在宅医療・介護連携の推進 

    ・ 認知症施策の推進 

    ・ 地域ケア会議の推進 

    ・ 生活支援サービスの充実・強化 

  重点化・効率化 

   ○ 全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市町村が取り組む 

地域支援事業に移行し、多様化 

   ○ 特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護 3 以上に限定 

（既入所者は除く） 

② 費用負担の公平化 

  低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限り抑える 

ため、所得や資産のある人の利用者負担を見直す。 

 低所得者の保険料軽減を拡充 

  ○ 低所得者の保険料の軽減割合を拡大 

   ・ 給付費の 5 割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の 

保険料の軽減割合を拡大 

 重点化・効率化 

  ○ 一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ 

   ・ 2 割負担とする所得水準を、65 歳以上高齢者の所得上位 20％と 

した場合、合計所得金額 160 万円（年金収入で、単身 280 万円以 

上、夫婦 359 万円以上） 

    ・ 医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を 37,200 円から 

44,400 円に引上げ 

  ○ 低所得の施設利用者の食費・居住費を補てんする「補足給付」の 

要件に資産などを追加 

・ 預貯金等が単身 1 千万円超、夫婦 2 千万円超の場合は対象外 

・ 世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外 

・ 給付額の決定に当たり、非課税年金（遺族年金、障害年金）を 

 収入として勘案 

制度改正案の主な内容 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 ◎ 地域包括ケアシステムの構築や費用負担の公平化に向け、第 5 期介護 

保険事業計画の検証を踏まえ、制度改正に伴い国が示すガイドライン項 

目を追加する。 

◎ 新しい総合事業においては、元気な高齢者や地域の皆さんが、支援を 

必要とする高齢者を支え合う体制を整備し、地域を挙げて介護予防事業 

を推進する。 

当市の基本的な考え方 

 ○ 基本理念・達成しようとする目的・地域の特色 
○ 計画期間、他の計画との関係 
○ 計画策定のための体制の整備 
○ 公表と普及啓発、達成状況の点検評価 
○ 高齢者（被保険者）の現状と見込み 
○ 保険給付の実績把握と分析 
○ 日常生活圏域とその状況（※必須記載事項） 
○ 各年度の日常生活圏域ごとの必要利用定員総数の設定（認知症グルー 

プホーム、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設） 
● 平成 37 年度の推計と第 6 期の目標 
● 地域包括ケアシステム構築のための重点取組事項 

・ 在宅医療・介護連携の推進 
・ 認知症施策の推進 
・ 地域ケア会議の推進 
・ 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 

○ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み 
                       （※必須記載事項） 
○ 各年度における地域支援事業の量の見込み（※必須記載事項） 
○ 各年度における介護給付等対象サービスの確保方策 
○ 各年度における地域支援事業の確保方策 
● 介護サービス及び地域支援事業の円滑な提供 
● 地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表 
○ 市町村独自事業に関する事項 
● 介護給付等に要する費用の適正化に関する事項 

 
＊ 「●」は、第 6 期計画から新たに追加する項目 
＊ 「○」は、第 5 期計画中に既に記載のある項目 

第 6 期介護保険事業計画の策定に当たり、国が示した主な記載事項 



【新旧対照表】 

※ 下線及びゴシック部分は、前頁に記載の追加項目など 

現計画の項目 次期計画の項目（案） 

第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景 

２ 計画策定の位置付け（法令等の根拠及び 

目的） 

３ 計画期間の設定 

４ 基本方針 

 ５ 施策の基本方向 

 ６ 計画策定の体制 

 ７ 計画の進捗管理 

 

 

 

第２章 高齢者等の現状と推計 

 １ 高齢化の進展と社会状況 

 ２ 要介護者等の現状と推計 

 ３ 被保険者数の推移と推計 

 

 

 

第３章 日常生活圏域の設定と地域包括ケア

の推進 

 １ 日常生活圏域の基本的な考え方 

 ２ 上越市における日常生活圏域の設定 

３ 地域包括支援センターの配置について 

４ 地域包括ケアの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 介護保険事業の現状 

 １ 介護保険事業の現状 

 

 

第１章に次の項目を追加 

 ・ 第５期介護保険事業計画の検証 

・ 制度改正のあらまし 

 ・ 平成３７年度の推計と第６期の目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 変更なし 

 

 

 

 

 

 

第３章を次の２章に分割 

 第３章 日常生活圏域とその状況 

１ 日常生活圏域の基本的な考え方 

  ２ 上越市における日常生活圏域の設定 

３ 地域包括支援センターの配置と情報

公表について 

 第４章 地域包括ケアシステムの構築に向 

けた重点的取組 

１ 在宅医療・介護連携の推進 

２ 認知症施策の推進 

３ 地域ケア会議の推進 

４ 生活支援・介護予防サービスの基盤整 

備の推進と情報公表 

 

 

 

第５章 変更なし 

（章名の変更のみ） 

 

 

４ 



現計画の項目 次期計画の項目（案） 

第５章 介護保険サービス量の見込みとサー

ビスの確保策 

 １ 介護保険サービス量の見込み 

 ２ 居宅サービス 

 ３ 地域密着型サービス 

 ４ 施設サービス 

 ５ 地域支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 介護保険事業費等の見込みと保険料 

 １ 介護保険事業費 

 ２ 保険料 

 

 

 

第７章 高齢者福祉事業の現状と課題 

 １ 高齢者福祉サービス 

 ２ 保健サービス（成人保健）の現状 

 

 

 

第８章 高齢者福祉の重点課題と目指すべき

方向 

 １ 介護サービスの質の向上 

 ２ 介護予防の推進 

 ３ 認知症高齢者対策の推進 

 ４ 高齢者の積極的な社会参加 

 

 

 

第５章を次の２章に分割 

 第６章 介護保険サービス量の見込みとサ 

ービスの確保策 

  １ 介護保険サービス量の見込み 

  ２ 居宅サービス 

  ３ 地域密着型サービス 

  ４ 施設サービス 

  ５ 介護サービスの円滑な提供 

６ 介護給付等に要する費用の適正化 

 第７章 新地域支援事業 

１ 上越市における地域支援事業 

  ２ 地域支援事業の円滑な提供 

 

 

 

第８章 変更なし 

（章名の変更のみ） 

 

 

 

 

第９章 変更なし 

（章名の変更のみ） 

 

 

 

 

削除 

１ （第６章に記載） 

２ （第１章、第７章等に記載） 

３ （第１章、第４章等に記載） 

４ （第１章、第７章等に記載） 

 

 

５ 



  
第６期介護保険事業計画期間内における施設整備（案）について 

６ 

 

１ 特別養護老人ホーム入所申込者調査 
特養入所申込者 1,293 人(平成 26 年 1月 1 日現在)のうち特養入所、死亡などを除いた 893 人 

 

介護支援専門員等の判断 

計 高い ← 緊急性 → 低い 

1 年以内に入所必要 1 年以上の待機可能 

家
族
の
判
断 

高
い
↑
緊
急
性
↓
低
い 

すぐに入所したい 
入所緊急型 

240 人（26.9％） 
家族希望型 

200 人（22.4％） 
440 人（49.3％） 

しばらく大丈夫 
入所必要型 

99 人（11.1％） 
入所予約型 

206 人（23.0％） 
305 人（34.1％） 

未回答 59 人（6.6％） 89 人（10.0％） 148 人（16.6％） 

計 398 人（44.6％） 495 人（55.4％） 893 人（100％） 

 ※類型化は「介護円滑導入のための在宅サービス普及阻害要因に関する研究」（Ｈ14 年健康保険組合 

連合会）を参考 

（参考）特養入所申込者 1,293 人の内訳 

有効回答 893 人 特養入所 133 人 死亡 72 人 対象外 142 人 不明 53 人 

 

２ 第 6期計画における介護保険施設の整備について 

（1）国のガイドライン 

 ・地域包括ケア計画として、在宅サービス、施設サービスをどのような方向性で充実させていくか、地域

の特徴を踏まえて中長期的な視点をもって各保険者として方向性を提示する。 

・その際には、75 歳以上の高齢者、認知症の高齢者など医療と介護の両方を必要とする人の増加に対応し、

小規模多機能型居宅介護などの普及が重要で、在宅サービスの限界点を高めていく必要がある。 

 ・特別養護老人ホームは、在宅生活が困難でより入所の必要性の高い中重度の要介護高齢者を支える施設

としての機能への重点化を徹底し、あわせて、低所得者の支援を中心とした公的性格を強める。 

 

（2）当市における施設整備の方向性について 

・中長期的な視点からは高齢者が住み慣れた地域で日常生活を送ることができるように、地域密着型サー

ビスの充実を図る。なお、第 6 期計画期間においては、特養入所申込者調査の結果や市内の社会福祉法

人等からの要望を踏まえ、増床や併設するショートステイからの特養への転換等に対応する。 

 

（3）施設種別ごとの方向性について 

①広域型の特別養護老人ホームの新規創設は行わず、転換や増築により整備する。 

②小規模特別養護老人ホームは、広域型を含めた特別養護老人ホームの未整備の日常生活圏域（城北、八

千浦、潮陵、浦川原、頸城、名立）で公募し、整備する。 

③老人保健施設は、入・退所の均衡が図られており、特養待機場所となっていることから整備しない。 

④介護付有料老人ホームは、施設整備時の経緯等を踏まえて、住宅型からの転換分を整備する。 

 

⑤認知症高齢者グループホームは、未整備の日常生活圏域（潮陵、大島、牧）で募集する。 

⑥小規模多機能型居宅介護は、市内全域で 2 事業所を公募し整備するが、未整備の日常生活圏域（潮陵、

安塚、浦川原、大島、牧、柿崎、吉川、板倉、清里）に配慮する。 

⑦定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、市内全域で 2 事業所を公募し整備するが、未整備の日常生活圏

域（城北、雄志、八千浦、直江津、直江津東、潮陵、安塚、浦川原、大島、牧、柿崎、大潟、頸城、吉

川、中郷、板倉、清里、三和、名立）に配慮する。 

  

（4）施設整備数について 

・特養入所申込者のうち入所緊急型の方が入所できるように施設を整備する。 

・毎年 1 月 1 日現在と 7 月 1 日現在の年 2 回実施している特養入所申込者数調査を基に、第 6 期介護保険

事業計画期間の平成 30 年 1月 1 日の特養入所申込者数を 1,163 人と推計した。 

 ・特養へ入所可能な方は、今回の調査結果の入所緊急型 240 人のうち、特例入所の対象となり得る介護 1、

2で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の方と介護 3から 5の方を合わせて 197 人である。 

 ・以上の数字を基に、第 6期介護保険事業計画期間中の入所緊急型の方の推計は、次のとおりである。 

 

  1,163 人（特養入所申込者）  ×                  ＝ 177 人 

 

（5）種別、年度の施設整備（案） 

 ・特別養護老人ホームは、その代替機能を有する施設とあわせて、計画期間の入所緊急型推計値と同数の

177 床を、また、地域密着型サービスの小規模多機能型居宅介護（2施設）及び定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所（2事業所）を整備する。 

・ただし、計画策定を進める上で再精査し、変更する場合がある。 

施設種別 第 5期計画 
第 6期計画案 

第6期計画まで 
 27 年度 28 年度 29 年度 

①特別養護老人ホーム 
100 床 
(1 施設) 

110 床 
60 床 
(転換) 

50 床 
(増築) 

－ 
1,463 床 

（17 施設） 

②小規模特別養護老人ホ

ーム 

58 床 
(2 施設) 

29 床 
（1施設） 

－ 
29 床 

(1 施設) 
－ 

194 床 
（7施設） 

③老人保健施設 － － － － － 
917 床 

（9施設） 

④介護付有料老人ホーム 
50 床 

(1 施設) 
20 床 

20 床 
(転換) 

－ － 
319 床 
(6 施設) 

⑤認知症高齢者グループ

ホーム 

39 床 
(2 施設) 

18 床 
（1施設） 

－ 
18 床 

(1 施設) 
－ 

459 床 
(29 施設) 

計（①～⑤） 247 床 177 床 80 床 97 床 － 3,352 床 

 ⑥小規模多機能型居宅介
護事業所 

168 人 
(7 施設) 

50 人 
（2施設） 

－ 
50 人 

(2 施設) 
－ 

508 人 
(21 施設) 

⑦定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所 

6 事業所 2 事業所 － 2 事業所 － 8 事業所 

 

197 人（入所緊急型の方） 

1,293 人（特養入所申込者） 



健康福祉部 高齢者支援課



上越市の概要①上越市の概要①上越市の概要①上越市の概要①
区 分 人数及び割合

人 口 ２００，４５０人

要介護認定を受けていない
６５歳以上のは・・・

４４，５６７人（７７．６８％）人 口 ２００，４５０人

６５歳以上人口 ５７，３６９人

高齢化率 ２８．６２％

４４，５６７人（７７．６８％）
元気な高齢者・担い手

H２６．８月末現在
高齢化率 ２８．６２％

区 分 人数 割合介護保険の

H２６．８月末現在

認定者数

75歳以上 １１，５１９人 ３７．６％

６５歳以上７４歳以下 １，２８３人 ４．８％

認定の状況

認定者数

６４歳以下 ３０７人

要支援１・２ ３，４１２人 ２６．０％
内訳

要支援１・２ ３，４１２人 ２６．０％

要介護１・２・３ ６，６９２人 ５１．０％

要介護４・５ ３，００５人 ２２．９％要介護４・５ ３，００５人 ２２．９％

１



上越市の概要②上越市の概要②上越市の概要②上越市の概要②
＜地域包括支援センター＞
○設置数：１９か所○設置数：１９か所

基幹型包括支援センター機能は高齢者支援課
・内訳・・・合併前上越：６か所

１３区：それぞれ１か所ずつ
・地域包括支援センターの運営：全て法人に委託

○地域包括支援センター機能
・地域ケア会議（H25年度から実施）・地域ケア会議（H25年度から実施）
・65歳以上高齢者のみ世帯、独居の人の実態把握訪問
・65歳以上の高齢者の総合相談及び虐待相談への対応・65歳以上の高齢者の総合相談及び虐待相談への対応

など

２


	

